
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対 象    中濃支部 会員企業の経営者・人事労務担当者 

定 員    30 名（申込先着順） 

日 程    2019年1 月24 日（木）     14:00~16:00（受付 13:30~） 

会 場    ウェディング・コート ラ・マーレ     （関市塔ノ洞 2529-1） 

申込方法  裏面の参加申込書にご記入のうえ FAX（058-266-1153）にて岐阜県経営者協会まで 

その他    参加証は発行しません。  当日、直接会場にお越し下さい。  

        お問い合わせ：岐阜県経営者協会事務局 ☎058-266-1151 

 

講師紹介 

問 題 社 員 対 策 セ ミ ナ ー 

参加 
無料 

岐阜県経営者協会 中濃支部主催 

古田竹中弁護士事務所 
 弁護士  竹中 雅史 氏 

経営労務サポートオフィスぶどうの樹 
 社会保険労務士  森 千晴 氏  

岐阜県内で企業サイドから労務問題に携わる「弁護士」と「社会保険労務士」の双方にご登壇いただき、 

労働トラブルに関する関わり方や役割、考え方など、それぞれの立場からお話しいただきます 

雇用情勢や労働者意識の変化により、様々な類型の問題社員が増加しています。 

一方、企業が労務管理上の対応を一歩間違えると労働紛争に発展しかねず、さらに「パワハラ」・「ブラック企業」などと 

批判されかねない風潮にあります。 

 

本セミナーでは、 

●最近の社員の問題行動の傾向 

●社員とのトラブル未然防止対策と表面化（労働紛争など）した場合の対応策 

●働き方改革法などに関連した、今後のトラブル防止のための留意点 

 

などについて、昨今現場で問題となっている社員や労務トラブルに関して事例を取り上げ、企業・管理職が適法な対

応としてどこまで行うことができるか、また、いざ事が起こった場合の適切な対応について、労働法の知識や裁判例を踏ま

え分かりやすく解説します。 


